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届のデジタル化、（2） 専攻科 応用プロジェクトとし
て、専攻科２年城君が担当し、寮生からの問い合わせ
フォームの改善に取り組んだ。実装には、Microsoft 
365のTeams、 Forms、 PowerAutomate、 Planner、 
Excel、SharePointを用いた。 
 （1）では、帰省、特別外泊の届出をFormsを用いた
ものに変更した。また、帰省・特別外泊状況一覧と点
呼名簿作成の自動化を行った。処理の流れを図５に示
す。 
（2）では、従来のFormの改善と申請状況の管理、

寮務係への通知申請内容及び対応の記録の自動化を行
った。 
（1）は2025年度4月から、（2）は2024年度2月から

運用を開始し、順調に動作している。2025年度は、
（1）の機能を拡張した点呼簿のデジタル化に取り組ん
でいる。 

 
３．2025 年度の活動 

 本グループは、2025 年度も継続して活動中である。
各メンバーの活動中の概要を表2に示す。 

４．おわりに 
 本報告では、研究活動グループDXNPの2024年度の
活動を中心に報告した。 

DXNPが取り組む活動は今後も重要であり、本グル
ープの活動を継続していく予定である。DX推進や情報
教育に関心のある方々の研修会への多数の参加を期待
するとともに、本グループへの参加も広く募集してい
る。 

  

 
（令和 7 年 10月  7日受付） 
（令和 7 年 10月27日受理） 
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担当 概要変更 

藤本 仮想マシンを利用した演習環境について 

小島 

機械学習モデルを構築するに足る高性能な GPU を
搭載した PCや Jetsonと呼ばれるデバイスを入手、
専攻科の指導学生とともに AI に関する研究活動に取
り組んでいる 

村田 
寮 DX 化の一環として、寮点呼システムの機能追加
に取り組んでいる 

森下 
野鳥やカエル等の鳴き声を識別する AI の開発、河川
水位モニタリング装置の開発 

小田 
応用数学（4 年 3 学科）、統計の授業で生成系 AI の
利用、 notebookLM + Gemini による E ラーニング
教材の作成 

湯治 RSSI を利用した物体位置確認システムの検討 

五十川 
アニーリング型量子コンピューターを利用して、組
み合わせ的な問題に対処するプログラムの試作 

中村 
講義録画配信システムの管理運用、教学マネジメン
トサーバ設置、デジタル学生証の導入等、学内DX
に関する取組み 

岩本 DX 推進研修会の実施、学内からの相談対応 

田中 
バイオインフォマティクス人材育成講座受講、次世
代水産業協同 R&D、地域社会活性化・研究開発等 

図５  帰省、特別外泊の自動化 

表 2 グループメンバーの 2025 年度の活動概要 
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（目的）

第 �1 条　本校の教育・研究活動の活性化を図るとともに，その活動状況を内外に周知させるため，熊本高等専門学校

研究報告（以下「研究報告」という。）を発行する。

（名称）

第 �2 条　研究報告の名称は，「熊本高等専門学校　研究報告」とする。

2�　英語名は，「 RESEARCH REPORTS OF NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY(KOSEN)，KUMAMOTO COLLEGE 」とする。

（掲載内容）

第 �3 条　研究報告の掲載内容は，本校で行われた学術研究及び教育の成果報告（以下「報告等」という。）とする。

（投稿者）

第 �4 条　研究報告の投稿者は，次の者とする。

　(1)�　本校の教職員（非常勤教職員を含む。）

　(2)�　本校の学生，卒業生及び修了生（本校在籍中に取り組んだ研究内容について執筆した場合。）

　(3)�　本校の名誉教授

　(4)�　その他校長が認めた者

（原稿募集・編集等）

第 �5 条　報告等の原稿募集及び編集等については，社会連携・研究委員会が行う。

（発行）

第 �6 条　研究報告は，原則として年に 1回発行する。

（著作権）

第 �7 条　研究報告に掲載された報告等の著作権は，著者に帰属するが，著作権のうち，複製権及び公衆送信権につい

ては，本校に帰属するものとする。ただし，著者本人が自らの著作物を利用することはできるものとする。

2�　特別な事情により，前項の規定により難い場合は，著者と協議の上，措置する。

（公開）

第 �8 条　研究報告は，本校公式 Web サイト及び外部機関の運営する学術文献検索データベースにより公開する。

2�　前項に規定する学術文献検索データベースの選定は，社会連携・研究委員会が行う。

（事務）

第 �9 条　研究報告に関する事務は，総務課において処理する。

（雑則）

第 �10 条　この規則に定めるもののほか，研究報告の編集等に関し必要な事項は別に定める。

 　附　則

1�　この規則は，令和 6年 5月 24 日から施行する。

2�　熊本高等専門学校研究紀要発行規則（平成 22 年 9 月 24 日制定）は，廃止する。

 　附　則

この規則は，令和 7年 4月 1日から施行する。

○熊本高等専門学校研究報告発行規則
� 令和 6 年 5 月 24 日制定　　

� 令和 7 年 3 月 14 日一部改正

― 41 ―



（趣旨）

第 �1 条　この要項は，熊本高等専門学校研究報告規則第 10 条の規定に基づき，社会連携・研究委員会（以下「委員会」

という。）が行う熊本高等専門学校研究報告（以下「研究報告」という。）の編集に関し必要な事項を定める。

（掲載区分）

第 �2 条　研究報告の掲載内容の区分は，次の各号に掲げるとおりとする。

　(1)�　研究報告，調査報告等（以下「報告等」という。）

　(2)�　その他委員会が特に必要と認めたもの。

2�　前項の掲載順は，研究報告，調査報告の順とする。

3�　報告等の分野別掲載順は，発行年度における科学研究費助成事業の審査区分表の小区分の分類に基づいて，小区

分番号の順とする。

4�　前項による分類が難しい場合は，審査区分外（番号：無）とし，掲載順は委員会で定める。

（書式）

第 �3 条　掲載する報告等の書式は，次によるものとする。

　(1)�　報告等には，報告等の種類，題目，執筆者名，英文題目，英文執筆者名，英文概要，キーワード，本文，註，

参考文献等を記載し，初ページの脚注に執筆者の所属等を明記する。

　(2)�　報告等のページ数は，1 件につき，研究報告は 6 ページ以上 12 ページ以内，調査報告は 4 ページ以内とする。

ただし，委員会が特に認めた場合は，この規定のページ数を超過することができる。

　(3)�　前 2 号のほか，報告等の書式の詳細については，別に定める「書式テンプレート（執筆・投稿の手引き）」等

に従うものとする。

（募集）

第 �4 条　報告等の投稿期限は，委員会が毎年期日を定め，原稿募集を行う。

2�　委員会が必要と認めた場合は，一人で投稿できる報告等の数を制限することができる。

（投稿者の責任）

第 �5 条　投稿された原稿に関する責任は，原則として執筆者が負うものとする。

（書式点検）

第 �6 条　報告等の原稿については，委員会が次に掲げる書式点検を行う。

　(1)�　体裁及び誤字・脱字等の指摘　

　(2)�　掲載の可否に関する意見：書式点検者の知見の範囲内で，次の事項に関すると思われる場合に指摘する。

　　ア�　独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則に抵触する疑いのあるもの。

　　イ�　その他，研究報告への掲載が不適切である疑いがあるもの。

2��　委員会が必要と認めた場合は，委員会以外の者に書式点検を依頼することができる。

（掲載決定）

第 �7 条　投稿された報告等は，委員会で書式点検の上，掲載を決定する。

（その他）

第 �8 条　研究報告の編集に関して，本要項により難いときは，委員会において審議する。

 　附　則

1�　この要項は，令和 6年 5月 24 日から施行する。

2�　熊本高等専門学校研究紀要編集要項（平成 22 年 9 月 28 日制定）は，廃止する。

 　附　則 

この要項は，令和 7年 4月 1日から施行する。

○熊本高等専門学校研究報告編集要項
� 令和 6 年 5 月 24 日制定　　

� 令和 7 年 3 月 14 日一部改正
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